
法律第百四十九号（平一四・一二・一三） 

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律 

 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

 第九条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を

同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

３ 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の

全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村（この項

の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。）を含むものと

する。 

 第二十一条第一項中「当該市町村の住民票」を「登録市町村等（当該市町村及び消滅

市町村（その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部と

なつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同

じ。）をいう。以下この項において同じ。）の住民票」に、「市町村から当該市町村」

を「市町村から登録市町村等」に、「当該市町村の住民基本台帳」を「登録市町村等の

住民基本台帳」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一

項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

２ 前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村

の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村

（この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。）を含

むものとする。 

 第二百一条の十四第一項中「衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道

府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については」を「各選挙につき」に改

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

 （適用区分） 

第二条 この法律による改正後の公職選挙法（以下「新法」という。）第二十一条の規

定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日（選挙

人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。）

がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿

の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお

従前の例による。 

２ 新法第二百一条の十四の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は

告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示さ

れ又は告示された選挙については、なお従前の例による。 



 （政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

（総務・内閣総理大臣署名）  


